
 

（令和６年４月１日現在） 

 

○租税特別措置法施行令（昭和三十二年政令第四十三号） 

 

（特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等） 

第十九条の三 法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法（平成十

七年法律第八十六号）第二百三十八条第二項の決議（同法第二百三十九条第一項の決議による委

任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の

決議を含む。）に基づき金銭の払込み（金銭以外の資産の給付を含む。）をさせないで発行された

新株予約権とする。 

２ 法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議（第五項

及び第二十七項において「付与決議」という。）のあつた株式会社が他の法人の発行済株式（議決

権のあるものに限る。）又は出資（以下この項において「発行済株式等」という。）の総数又は総

額の百分の五十を超える数又は金額の株式（議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以

下この項において同じ。）を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会

社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接

又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保

有割合（当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等

の総数又は総額のうちに占める割合をいう。）と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株

式の保有割合（次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合（当該各号に掲げる場

合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合）をいう。）とを合計した割

合により行うものとする。 

一 当該他の法人の株主等（所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下こ

の項において同じ。）である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額

の株式が当該株式会社により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他の法人

の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合（当該株

主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した

割合の合計割合） 

二 当該他の法人の株主等である法人（前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を

除く。）と当該株式会社との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は

二以上の法人（以下この号において「出資関連法人」という。）が介在している場合（出資関連法

人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える

数又は金額の株式を当該株式会社又は出資関連法人（その発行済株式等の総数又は総額の百分の

五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社又は他の出資関連法人によつて所有されているも

のに限る。）によつて所有されている場合に限る。） 当該株主等である法人の有する当該他の法

人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合（当該

株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算し

た割合の合計割合） 

３ 法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ

当該各号に定める数とする。 

一 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売

買登録銘柄（株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従



い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公

開するものとして登録したものをいう。）として登録されている株式 これらの株式を発行した株

式会社の発行済株式の総数の十分の一を超える数 

二 前号に掲げる株式以外の株式 当該株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の三分の一

を超える数 

４ 法第二十九条の二第一項に規定する当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係が

あつた個人は、次に掲げる者とする。 

一 当該大口株主（法第二十九条の二第一項に規定する大口株主をいう。以下この項において同

じ。）に該当する者の親族 

二 当該大口株主に該当する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者及びその者の直系血族 

三 当該大口株主に該当する者の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者 

四 前三号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者から受ける金銭その他の財産によ

つて生計を維持しているもの及びその者の直系血族 

五 前各号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者の直系血族から受ける金銭その他

の財産によつて生計を維持しているもの 

５ 法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等（以下

この項、第七項第二号イ及び第二十七項において「取締役等」という。）が新株予約権（同条第一

項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。）を行使できる期間内に死亡した場合

において、当該新株予約権に係る付与決議に基づき当該新株予約権を行使できることとなる当該

取締役等の相続人とする。 

６ 法第二十九条の二第一項第六号イに規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関

は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者（同法第二十八条第一項に規定す

る第一種金融商品取引業を行う者に限る。）又は信託会社（金融機関の信託業務の兼営等に関する

法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。）とす

る。 

７ 法第二十九条の二第一項第六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 

一 当該振替口座簿（法第二十九条の二第一項第六号イに規定する振替口座簿をいう。以下この

条において同じ。）への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託（同号イ

に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。）に係る契約は、新株予約権の行使によ

り同項の株式会社（以下この項及び第九項第一号において「付与会社」という。）の株式の取得を

した権利者（法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この条において同じ。）又は

当該付与会社の取締役等の特定株式（法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式を

いう。以下この条において同じ。）に係る承継特例適用者（法第二十九条の二第四項に規定する承

継特例適用者をいう。以下この条において同じ。）の各人別に開設され、又は締結されるものであ

ること。 

二 当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る

契約においては、次のイ又はロに掲げる株式（第九項第二号において「対象株式等」という。）の

うち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委

託又は管理等信託がされるもの（当該株式に係る第十一項に規定する分割等株式を含む。）以外の

株式を受け入れないこと。 



イ 権利者が、新株予約権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る法

第二十九条の二第一項第二号の権利行使価額及び一株当たりの同項第三号の権利行使価額並びに

当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付がそれぞれ同項第一号から第三号

まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの（以下この号において「対象株式」という。）を取得す

る場合（当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項第一号から第三号までの書面（当該行使

をする新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、同項第一号及び第三号の

書面）の同項第一号から第三号までに規定する提出をしている場合に限るものとし、その年にお

ける当該行使に係る対象株式の同条第一項第二号の権利行使価額と当該権利者がその年において

既にした当該新株予約権及び他の同項に規定する特定新株予約権（以下この条において「特定新

株予約権」という。）の行使に係る同号の権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除

く。）における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付を、当該口座を開設

した金融商品取引業者等（法第二十九条の二第一項第六号イに規定する金融商品取引業者等をい

う。以下この条において同じ。）の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当

該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引

業者等の営業所等（同項第六号イに規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。）に当該

対象株式を直接引き渡す方法 

ロ 承継特例適用者が特例適用者（法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下

この条において同じ。）から相続（同項に規定する相続をいう。第十三項において同じ。）又は遺

贈（法第二十九条の二第四項（各号列記以外の部分に限る。）に規定する遺贈をいう。第十三項に

おいて同じ。）により付与会社の取締役等の特定株式を取得する場合における当該取締役等の特定

株式 当該取締役等の特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理

等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該取締役等の特定株式の当該金

融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引

き受ける際に、当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適

用者の当該取締役等の特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記

録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該取締役等の特定株式に係る株券の交付をせずに、

当該金融商品取引業者等の当該取締役等の特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当

該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継

特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財

産に当該取締役等の特定株式を直接移管する方法 

三 権利者又は承継特例適用者が行う金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を

し、又は金融商品取引業者等に保管の委託若しくは管理等信託をしている特定株式（法第二十九

条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。）又は承継特定株式（同項に

規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。）の譲渡は、当該金融商品取引業者等の

当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等におい

て当該金融商品取引業者等への売委託又は当該金融商品取引業者等に対する譲渡により行うこ

と。 

四 その他財務省令で定める要件 

８ 法第二十九条の二第一項第六号イの振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権の

行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付をする株式会社が金融商品取引業者等

の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号

イの保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権の行使により株式の取得をする際、当



該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付をする株式会社から金融商品取引業者等の

営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。 

９ 法第二十九条の二第一項第六号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 

一 当該管理に係る契約は、新株予約権の行使により付与会社の法第二十九条の二第一項第六号

ロに規定する株式の取得をした権利者又は当該付与会社の取締役等の特定株式に係る承継特例適

用者の各人別に締結されるものであること。 

二 法第二十九条の二第七項の株式会社が、対象株式等（当該対象株式等に係る第十一項に規定

する分割等株式を含み、譲渡制限株式に限る。）につき帳簿を備え、権利者又は承継特例適用者の

別に、当該対象株式等の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することによつ

て、当該対象株式等を当該対象株式等と同一銘柄の他の株式と区分して管理をすることその他の

経済産業大臣が定める要件を満たす方法によつて管理をすること。 

三 権利者又は承継特例適用者が行う法第二十九条の二第七項の株式会社により管理がされてい

る特定株式又は承継特定株式の譲渡は、金融商品取引業者等への売委託又は法人に対する譲渡

（当該権利者又は承継特例適用者が、国内において、当該法人から当該特定株式又は承継特定株

式の譲渡の対価の支払を受ける場合における当該譲渡に限る。）により行うこと。 

四 その他財務省令で定める要件 

１０ 法第二十九条の二第一項第六号ロの管理は、権利者が新株予約権の行使により同号ロに規

定する株式の取得をする際、当該株式の交付をする株式会社が、前項第二号に規定する帳簿に当

該株式の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することにより行うものとす

る。 

１１ 法第二十九条の二第四項に規定する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式

その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定

の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第

一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後

の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併

親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株

式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定

する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定

する株式交換完全親法人（以下この項において「株式交換完全親法人」という。）から交付を受け

た当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で

定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完

全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条

項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部

取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定める

もの（会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省

令で定めるものに該当するものを除く。次項及び第十三項において「分割等株式」という。）とす

る。 

１２ 法第二十九条の二第四項に規定する特定新株予約権の行使により取得をした株式その他こ

れに類する株式として政令で定めるものは、特定従事者（同条第一項に規定する特定従事者をい

う。以下この条において同じ。）が、その有する当該特定従事者に対して与えられた特定新株予約

権の行使により取得をした株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。 



１３ 法第二十九条の二第四項に規定する取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株

式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした取

締役等の特定株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。 

１４ 法第二十九条の二第四項第一号に規定する政令で定める終了は、同条第一項第六号イ又は

ロに規定する取決めに従つてされる取締役等の特定株式以外の特定株式を有する特例適用者の国

外転出（同項第七号に規定する国外転出をいう。次項及び第十六項において同じ。）に係る終了と

する。 

１５ 法第二十九条の二第五項に規定する国外転出の時における価額に相当する金額として政令

で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 

一 法第二十九条の二第五項の国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国

税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管

理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当

該年分の所得税につき同法第二十五条の規定による決定がされる場合 当該国外転出の時におけ

る特定株式（取締役等の特定株式を除く。次号、次項及び第十七項において同じ。）の価額に相当

する金額 

二 前号に掲げる場合以外の場合 法第二十九条の二第五項の国外転出の予定日から起算して三

月前の日（同日後に取得をした特定株式にあつては、当該取得時）における特定株式の価額に相

当する金額 

１６ 法第二十九条の二第五項に規定する特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額

は、同項の国外転出の時に特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一

章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定（第二十一項から第二十三項

までの規定により適用する場合を含む。次項において同じ。）により当該特定株式の売上原価の額

又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。 

１７ 法第二十九条の二第五項に規定する政令で定める特定株式は、特定株式に係る特定新株予

約権の行使をした日における当該特定株式の価額に相当する金額が当該行使をした日に当該特定

株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七

条の七第四項から第七項までの規定により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計

算される金額に相当する金額を超える当該特定株式とする。 

１８ 法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政

令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 

一 次号に掲げる場合以外の場合 特例適用者が特定従事者の特定株式（法第二十九条の二第五

項に規定する特定従事者の特定株式をいう。以下この項において同じ。）に係る特定新株予約権の

行使をした日における当該行使により取得をした株式の権利行使時評価額（当該株式の同日にお

ける価額に相当する金額を当該株式の数で除して計算した金額をいう。次号及び第二十項におい

て同じ。）に同条第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の

数を乗じて計算した金額 

二 特定従事者の特定株式について次に掲げる事由（以下この号において「株式交換等の事由」

という。）が生じた場合 特例適用者が特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使により

取得をした株式（当該行使の日以後に次に掲げる事由により取得をした株式がある場合には、当

該株式。以下この号において「旧株」という。）について生じた当該株式交換等の事由により取得

した株式又は当該株式交換等の事由が生じた時前から引き続き有していた旧株（第二十項におい

て「所有株式」という。）に係る当該株式交換等の事由の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定め



る金額に、法第二十九条の二第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者

の特定株式の数を乗じて計算した金額 

イ 株式を発行した法人の所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に

規定する株式移転 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の権利行使時評価額

を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株について取得した同条第一項に規定する株式

交換完全親法人（イにおいて「株式交換完全親法人」という。）の株式若しくは株式交換完全親法

人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同条第二項に規定する株式移

転完全親法人の株式の数で除して計算した金額 

ロ 所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式（ロにおいて「取得条項付

株式」という。）の同号に規定する取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類

株式（ロにおいて「全部取得条項付種類株式」という。）の同号に規定する取得決議 当該取得事

由の発生又は取得決議があつた取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の権利行使時評価額

を、当該取得事由の発生又は取得決議により当該取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式一

株について取得した株式の数で除して計算した金額 

ハ 株式の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式の権利行使時評価額を基礎として所得

税法施行令第百十条第一項の規定に準じて計算した金額 

ニ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て（当該株

式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに

限る。） 当該株式無償割当ての基因となつた株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に

準じて計算した金額 

ホ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併 当該合併に係る同

項に規定する被合併法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金

額 

ヘ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割型分割 次に掲げる

株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額 

（１） 当該分割型分割に係る所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人の株式

又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る同令第六十一条第六項第六号

に規定する分割法人（（２）において「分割法人」という。）の株式の権利行使時評価額を基礎と

して同令第百十三条第一項の規定に準じて計算した金額 

（２） 当該特例適用者が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分

割法人の株式 当該分割法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条

第三項の規定に準じて計算した金額 

ト 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する株式分配 次に掲げ

る株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額 

（１） 当該株式分配に係る所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人の株式 

当該株式分配に係る同条第三項に規定する現物分配法人（（２）において「現物分配法人」とい

う。）の株式の権利行使時評価額を基礎として同条第一項の規定に準じて計算した金額 

（２） 当該特例適用者が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分

配法人の株式 当該現物分配法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十

三条の二第二項の規定に準じて計算した金額 

チ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十四条第一項に規定する資本の払戻し又は解散に

よる残余財産の分配 当該特例適用者が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前か



ら引き続き有している当該法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算

した金額 

１９ 前項第二号ハからチまでの規定により所得税法施行令第百十条第一項、第百十一条第二

項、第百十二条第一項、第百十三条第一項及び第三項、第百十三条の二第一項及び第二項並びに

第百十四条第一項の規定に準じて計算する場合には、同令第百十条第一項中「取得価額は、旧株

一株の従前の取得価額」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第十八項第一号（特定

の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等）に規定す

る権利行使時評価額（以下「権利行使時評価額」という。）は、旧株一株の従前の権利行使時評価

額」と、同令第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十

二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額（法第二十五条第一項第一号（合併の場

合のみなし配当）の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配と

して交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得の

ために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額の

うち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額）」とあるのは「権利行使時評価額は、旧株一

株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使

時評価額」と、「金額（法第二十五条第一項第二号（分割型分割の場合のみなし配当）の規定によ

り剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継

法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付

を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一

株に対応する部分の金額を加算した金額）」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」と

あるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「権利

行使時評価額」と、「金額（法第二十五条第一項第三号（株式分配の場合のみなし配当）の規定に

より剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子

法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金

額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額）」とあるのは

「金額」と、同条第二項及び同令第百十四条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価

額」と読み替えるものとする。 

２０ 第十八項第二号の所有株式につき同号イからチまでに掲げる事由が生じた時後における同

号の規定の適用については、同号イからチまでに定める金額を当該所有株式に係る同号イからチ

までに規定する権利行使時評価額とみなす。 

２１ 特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株

式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、そ

れぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七

条の七第四項から第七項までの規定（第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係

る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税

法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。）並びに第二十五

条の十二の四第四項の規定を適用する。 

２２ 特例適用者の有する同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式があ

る場合における所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七

項までの規定の適用については、次に定めるところによる。 



一 当該同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式と当該取締役等の特定株式以外の特定

株式とがある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、

これらの規定を適用する。 

二 当該取締役等の特定株式以外の特定株式のうちに当該取締役等の特定株式以外の特定株式に

係る特定新株予約権の行使をした日が異なる特定株式がある場合には、これらの特定株式につい

ては、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。 

２３ 法第二十九条の二第一項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第

一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価

証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券（租税特別措置法第二

十九条の二第一項本文（特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済

的利益の非課税等）の規定の適用を受けて取得したものを除く。）」と、「同項第三号」とあるのは

「第八十四条第三項第三号」とする。 

２４ その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般

株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五

条の八第十四項（第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。）の規定の適用について

は、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載

した書類」とする。 

２５ 非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令

第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」

とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第四項（特定の取締役等が受ける新株予約権の行使

による株式の取得に係る経済的利益の非課税等）に規定する特定株式又は同項に規定する承継特

定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。 

２６ その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十二第一項に規定する一

般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉

所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合

における第二十五条の十一第四項又は第五項の規定の適用については、これらの規定中「明細

書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。 

２７ 付与決議に基づく契約により特定新株予約権を付与する株式会社は、当該特定新株予約権

を付与した取締役等又は特定従事者の氏名及び住所（国内に住所を有しない者にあつては、財務

省令で定める場所。次項において同じ。）、当該特定新株予約権の行使に係る法第二十九条の二第

一項第三号の権利行使価額、当該取締役等が死亡した場合に当該特定新株予約権を行使できるこ

ととなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該特

定新株予約権を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地

の所轄税務署長に提出しなければならない。 

２８ 法第二十九条の二第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従い、特定株式又は承継特定

株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理

等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同条第七項の株式会社は、当該

特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理

等信託又は管理をしている者ごとに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の

受入れ若しくは取得又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める

事項を記載した調書を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿へ



の記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等又は当該株式会社の

本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 

２９ 前二項の調書の様式は、財務省令で定める。 

３０ 特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内におい

て、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の

譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において

同じ。）を」とあるのは、「この項において同じ。）並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二

十九条の二第四項（特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利

益の非課税等）に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承

継特定株式の数を」とする。 

３１ 前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十二条第一項の規定の適用について

は、同項中「同じ。）を」とあるのは、「同じ。）並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十

九条の二第四項（特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益

の非課税等）に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継

特定株式の数を」とする。 

３２ 特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の

規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株

式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第

一項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。）を」とあるのは、「この項におい

て同じ。）並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第

四項（特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税

等）に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式

の数を」とする。 

３３ 前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十五条第三項の規定の適用について

は、同項中「住所）」とあるのは、「住所）並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のう

ちに租税特別措置法第二十九条の二第四項（特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株

式の取得に係る経済的利益の非課税等）に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨

及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。 

３４ 特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者

又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等

の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第二百二十五条第一項の規定の適用に

ついては、同項第十号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とす

る。 

３５ 前項に定めるもののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特

定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二百二十五条の

規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。 

３６ 個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて株式を

取得した場合には、当該株式の振替又は交付をした株式会社については、所得税法第二百二十八

条の二のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。 

３７ 経済産業大臣は、第九項第二号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。 

３８ 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第二十九条の二第十項の規定により物件を留

め置く場合について準用する。 


